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まちと住まい
住まい
公的住宅等

種類 説明 問い合わせ先

都営住宅 住宅に困っている低所得の方に低額な家賃で住
宅を供給しています。

都営住宅募集センター
☎3498-8894

区営住宅
住宅に困っている低所得のファミリー世帯や高齢
の方、障害のある方、ひとり親世帯の方に、住宅
を供給しています。

世田谷区営住宅等窓口センター
☎6805-6523　 6805-6573
住宅管理課住宅担当
☎5432-2498　 5432-3040

特定公共賃貸住宅
中堅所得層のファミリー世帯に、一定基準の規
模・設備を備えた良質な住宅を適切な家賃で提
供しています。

ファミリー住宅
住宅に困っている低所得の子育て世帯の方（10
年間または、同居の子が18歳になる年度の年度
末までの定期使用）や高齢の方に低額な家賃で住
宅を提供しています。

高齢者借上げ集合住宅 住宅に困っている低所得の高齢の方に区が借り
上げた民間賃貸住宅を提供しています。

せたがやの家 低所得の高齢の方、障害のある方に、一定基準の
規模・設備を備えた良質な住宅を提供しています。

（一財）世田谷トラストまちづくり
☎6379-1421　 6379-4233

募集については、区のおしらせ「せたがや」や区のホームページ（➡21頁）でお知らせします。

住まいサポートセンター

（一財）世田谷トラストまちづくり
☎6379-1420　 6379-4233
月～金曜　午前8時30分～午後5時
（祝・休日、年末年始を除く）

高齢の方や、障害のある方、ひとり親世帯の方等
の居住を支援するとともに、区の住まいに関す
るサービス、催し物等の情報を提供します。また、
住まいに関する相談についてご案内します。

関連 住宅相談（➡71頁）
（一財）世田谷トラストまちづくり
☎6379-4300　 6379-4233
https://www.setagayatm.or.jp/

住まいに関することのほか、自然環境及び歴
史的・文化的環境の保全や民有地の緑化推
進、地域共生のいえ支援やまちづくり活動団
体のネットワーク形成、区民主体のまちづく
り活動相談及び活動支援等を行っています。

名称 対象 内容

お部屋探し
サポート

区内在住で、次のいずれかに該当する方
● 60歳以上の単身世帯または高齢者のみの世帯
● 障害者の単身世帯または障害者世帯
● 18歳未満のお子さんのいるひとり親世帯
● LGBT当事者世帯
● 外国人（在留カード等をお持ちの方）を含む世帯

区と協定を結んだ不動産店団体の協力で、
民間賃貸住宅の空き室情報を提供すると
ともに様々なアドバイスを行っています。

連ごにータンセトーポサいま住に前事※
絡ください。

保証会社紹介
制度

（滞納家賃一時
立替制度）

区内に2年以上在住で、次のいずれかに該当する
方
● 60歳以上の単身世帯または高齢者のみの世帯
● 障害者手帳をお持ちの方がいる世帯
● 18歳未満のお子さんのいるひとり親世帯

民間賃貸住宅への居住を支援する制度で
す。申込みには保証料が必要です（保証期間
2年間）。保証料は初回に限り半額を助成（生
活保護受給世帯を除く）します（上限あり）。
● 入院や予想外の出費で、やむを得ず家賃

等を滞納した場合に、保証会社が一時的
に立て替えます。

〈住まいサポートセンターの実施事業〉

せ た が や 便 利 帳 2 0 ２ ３ の 使 い 方

探 し 方 い ろ い ろ

目次（1 頁）から探す
目次では大項目と中項目を掲載しています。

❶
❷ 索引（2 頁）から探す

例えば「委任状の書き方」は「い」から探せます。

❸ 施設の一覧（170 頁）から探す
施設の所在地を確認できます。

【中項目】は目次の詳細と連動。
知りたい情報を素早く
見つけることができます。

【大項目】

せたがやコールへ
☎ 03-5432-3333

（午前８時～午後 9 時 年中無休）
Fax 03-5432-3100

世田谷区の手続きや施設・イベント案内は

Contents目次

※この便利帳は令和５年６月１日時点で編集しています。
　掲載内容が変更となる可能性がありますので、最新情報は
　区ホームページでご確認いただくか、各担当部署にお問合せ
　ください。

☎03-5432-2009  FAX03-5432-3001 

世田谷区全図 
区の施設や避難場所・避難所、鉄道・
バス路線図を掲載した地図を配布し
ています
 （区内在住世帯は 1 部まで無料）。
問 広報広聴課 

表紙及び右のページの
インデックスと連動。
イラストを入れて
探しやすくしています。

各情報に担当部署名等を掲載。
関係する頁や表も案内しています。
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目次・索引

世田谷区
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2023
令和5年

事件や困りごとの相談は

救急車を呼ぼうか
迷ったときは

警視庁総合相談センター
＃9110 または 03-3501-0110

世田谷区の手続きや施設・イベント案内は
せたがやコールへ
☎03-5432-3333

（午前８時～午後9時 年中無休）
 Fax 03-5432-3100

東京消防庁救急相談センター（24時間）
＃7119 または 03-3212-2323

世田谷区役所 〒154-8504 世田谷区世田谷4-21-27
Tel 03-5432-1111   Fax  03-5432-3001
https://www.city.setagaya.lg.jp/

児童虐待（疑いを含む）を
発見したときは

世田谷区児童虐待通告ダイヤル（24時間）
または児童相談所虐待対応ダイヤル（24時間）

0120-52-8343 または 189
子    に   　や   さ   し   さ　  　　　　　　　　いち はや く

※本文中では市外局番の「03」は省略しています。

世田谷区
公式

区ホームページからも
お問い合わせいただけます。




